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平成３０年度

第２３回大分県教育委員会

【議 事】
（１）議 案

第１号議案 文化財の指定について

（２）報 告

①平成３１年第１回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（３）その他
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【内 容】

１ 出席者

教育長 工 藤 利 明

委 員 委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 高 橋 幹 雄

委員 鈴 木 恵

事務局 理事兼教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 後 藤 榮 一

参事監兼教育人事課長 法華津 敏 郎

参事監兼学校安全・安心支援課長 宗 岡 功

参事監兼特別支援教育課長 後 藤 みゆき

教育改革・企画課長 中 村 崇 志

教育財務課長 佐 藤 誠一郎

福利課長 阿 部 浩 康

義務教育課長 米 持 武 彦

高校教育課長 楢 崎 信 浩

社会教育課長 石 井 利 治

人権・同和教育課長 樋 口 哲 司

文化課長 阿 部 辰 也

体育保健課長 井 上 倫 明

屋内スポーツ施設建設推進室長 山 上 啓 輔

教育改革・企画課主幹 下 鶴 直 哉

教育改革・企画課主査 三 浦 晃 史

２ 傍聴人 ２ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成３０年度 第２３回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、高橋委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１５時２５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

【議 案】
第１号議案 文化財の指定について

（工藤教育長）

それでは、第１号議案「文化財の指定について」阿部文化課長から説

明いたします。
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（阿部文化課長）

第１号議案「文化財の指定について」について、ご説明します。

県では、文化財保護法に基づき、国指定文化財以外の文化財で、大分

県内に所在し特に重要と認められるものを、「県指定文化財」に指定し、

その保存のために必要な支援を行っております。

県指定文化財は、「大分県文化財保護条例」の規定により、あらかじ

め大分県文化財保護審議会に諮問し、その答申に基づいて教育委員会が

指定することとなっております。

今年度は、市町村等より４件の文化財について申請があり、大分県文

化財保護審議会に諮問したところ、４件について県指定文化財に指定す

べきとの答申をいただいたところです。

１ページから３ページをご覧ください。大分県文化財保護審議会答申

に基づき、一覧表にありますとおり、有形文化財３件、史跡１件の計４

件を、大分県指定文化財に指定したいので提案するものであります。

では、４ページ以降の資料に沿って、各文化財について説明いたしま

す。

まず、「１．」の有形文化財 建造物の「早田国東塔」です。

豊後高田市香々地の早田にある早田国東塔は、総高２８９ｃｍの安山

岩の石塔で、塔身の四方には４体の仏を表す梵字を彫り、さらに作成年

と奉納者の銘も刻まれています。上部の相輪以外は各部材とも整ってお

り、特異な形状の台座を持ち、作成年と奉納者も分かることから歴史的

価値も高く指定に値するとの評価をいただきました。

次に、「２．」の有形文化財 彫刻 の「木造金剛力士立像」です。

針葉樹材を用いて、寄木造の技法で製作された阿・吽２体の金剛力士

像です。像内に記された銘文から、豊前守護の大内氏が始めた宇佐宮復

興事業の最終段階に仁王門を造立した際の、嘉永元年、１４４１年頃に

製作されたことが分かりました。製作の由来等が分かる貴重な金剛力士

像で指定に値するとの評価をいただきました。

次に、「３．」の有形文化財 彫刻 の「城山薬師堂四面石仏」です。

豊後高田市田染の上真木区に所在します。地面から突き出た２ｍほど

の安山岩の大岩の東西南北４面に大小１０体の仏像が彫られており、半

数の５体が阿弥陀如来の坐像であることから、阿弥陀信仰に基づいて製

作されたことが分かります。南北朝時代から室町時代に至る時期の信仰

対象として極めて貴重な存在であることから、指定に値するとの評価を

いただきました。

最後に、「４．」の史跡「平田城跡」です。

中津市耶馬溪町の平田地区、山国川中流左岸にある標高１１７ｍの台

地先端部に位置する中世城郭です。築城は野仲氏の関係者で、黒田氏の

入部後に重臣の栗山善助に与えられました。城跡として整備されている
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南台と未整備の北台に分かれますが、北台中央部には周囲に石垣を巡ら

した「伝本丸」があり、ここが中心的な曲輪であったと思われます。戦

国から安土・桃山時代にわたる城郭の変遷を示す好例で、遺構の保存状

態も良く、指定に値するとの評価をいただきました。

今回、審議をお願いする有形文化財３件、史跡１件の指定が承認され

ますと、県指定文化財の件数は、有形文化財が４９６件、史跡が１０７

件、県指定文化財の合計は７５１件となります。

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（工藤教育長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。ご質問・

ご意見のある方はお願いします。

（林職務代理者）

香々地荘は田染荘のような荘園なのですか。また、国東塔を造った黒

田氏はどんな立場の人で、何の目的で造ったのですか。

（三重野文化課参事）

香々地荘は、田染荘と同様に宇佐宮の荘園一つです。また、黒田氏は

荘園領主に代わって現地支配を行なう荘官で、公文職という職について
く もんしき

いました。国東塔などは先祖供養や来世利益などのため造られますが、

本件は塔身に四仏の梵字が彫られていることから供養のために造られた

ものと思います。

（高橋委員）

平田城の石垣やその他の文化財などの風化や劣化は大丈夫ですか。

（阿部文化課長）

文化財、特に石垣の風化や劣化を防止・抑止するためには、アンカー

でネットで防止するなど、いろいろな工法があります。その工法につい

ては事前調査等を行い、石垣の状態や法面の形状などのケースごとに対

応方法を変えています。

（工藤教育長）

他にございませんか。

それでは、第１号議案の承認についてお諮りいたします。第１号議案

について、承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）



- 6 -

（工藤教育長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成３１年第１回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（工藤教育長）

次に、報告第１号「平成３１年第１回定例県議会議案に対する教育委

員会の意見について」中村教育改革・企画課長及び関係課長から報告い

たします。

（中村教育改革・企画課長）

報告第１号「平成３１年第１回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」についてご説明します。

３ページをお開きください。

平成３１年第１回定例県議会に追加上程された議案のうち、教育委員

会関係分として、中ほどの議案名にある「平成３０年度大分県一般会計

補正予算（第４号）」の議案につきまして、地教行法第２９条の規定に

より、知事から教育委員会の意見を求められました。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会で議決していただくとこ

ろですが、日程の都合上、協議できませんでしたので、「大分県教育委

員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる

規則」第３条第１項に基づき教育長が臨時代理として処分しました。２

ページのとおり異議のない旨回答しましたので、同条第２項に基づき、

本委員会に報告いたします。議案の内容等につきましては、担当課長か

ら説明いたしますので、よろしくお願いします。

（佐藤教育財務課長）

「平成３０年度大分県一般会計補正予算（第４号）」について、説明

いたします。

４ページをお開きください。

表の下から３段目に２重線で囲んでおりますが、補正予算計上額は、

右から２列目の補正予算額の欄にございますとおり、２億１，３４１万

４千円の減額です。

内訳は、その下にありますとおり、事業費が７億９，８９５万円の減、

人件費が５億８，５５３万６千円の増となっております。

事業費については、国の補正予算を受け入れて事業を前倒して実施す
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ることとした一方、入札残など各事業の実績に伴う所要の減額を行うも

のです。また、人件費の増については、人事委員会勧告による給与の引

上げに伴う給与費の増などによるものです。この結果、補正後の予算総

額は、その右の欄にありますように、１，１７３億７，４７１万２千円

となります。

主な補正事業については、次の５ページの「平成３０年度一般会計

２月補正予算案の概要」で説明いたしますので、そちらをご覧ください。

１番「県立学校施設整備事業」は１億５，３２８万４千円の増額です。

これは、地球温暖化の進行や昨夏の猛暑による熱中症の発生状況に鑑

み、教育環境の改善を図るため、特別支援学校の空調未設置教室への空

調設備の整備を、国の補正予算を受け入れて実施するものです。

次に、繰越明許費について説明いたします。

２４、２５ページをお開きください。

「第１０款 教育費 第１項 教育総務費」の「教職員住宅管理費」

２，３２６万８千円、「第４項 高等学校費」の「施設整備費」５億１，

４２５万６千円は、いずれもブロック塀の改修工事が主なもので、入札

不調等により事業実施が３１年度まで延長となる予定であることから、

事業費の繰り越しをお願いするものです。

また、「第５項 特別支援教育費」の「施設整備費（盲ろう学校費）」

１億１，２２５万８千円」と「施設整備費（支援学校費）」２億２，９

８９万１千円は、同じくブロック塀の改修工事に時間を要することに加

え、先ほど説明いたしました今回の補正予算で要求している空調設備の

整備についても、国の交付決定時期の関係で、実際の事業実施が３１年

度に入った後となる予定であることから、事業を繰り越すこととしてお

ります。

続いて、「第７項 社会教育費」の「記録保存修理費」１，９４５万

円は、文化財の保存修理に係る市町村等の事業に対する補助事業におい

て、入札不調や専門工事職人の確保等に時間を要し、市町村等の事業実

施が３１年度まで延長となる予定であることから、事業費の繰り越しを

お願いするものです。

さらに、「第８項 保健体育費」の「県立スポーツ施設建設事業費」

６億９，１００万円は、屋外スロープと取付道路の追加整備に伴い必要

となった外構計画の見直し等に時間を要したため、事業の一部を繰り越

すものです。なお、本年４月の竣工に向けたスケジュールへの影響はあ

りません。

最後に、債務負担行為補正について説明いたします。

３６ページをお開きください。

一番上の１４番「定時制高等学校給食業務委託料」３，６４７万４千

円です。

定時制高校の給食調理業務は、２０年度から民間委託しておりますが、
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現在の契約が３０年度末をもって期間満了となり、新たに３３年度まで

３年間の委託業者を３月中に決定する必要があることから、債務負担行

為を設定するものです。

説明は以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（松田委員）

「繰越明許費」の「７ 社会教育費」の「記録保存修理費」の内容を

もう少し詳しく教えてください。

（阿部文化課長）

文化財の保存として、例えば、日田市などに災害で壊れた遺跡の修繕

に対する補助を行っています。繰越の要因は、文化財の修繕の専門の工

事職人が見つからなかったり、天候の影響により予定の工期が延長した

ことなどです。

（工藤教育長）

それでは、最後にその他、何かございますか。

それでは、これで平成３０年度第２３回教育委員会会議を閉会します。

お疲れ様でした。


